
専門家と相談
「感染症対策」や「業績の改善方法」、
お困りごとやこれからのことについて
など、なんでも相談をしてください。

専門家と相談 補助金の利用
補助限度額 ５０万円
補助率：補助対象経費の

　 　  　⅔以内

補助金の利用

「相談のみ」のご予約も承ります

「ウィズコロナサポート補助金」の利用
・飛沫防止用の消耗品の購入
・非接触型の機器の導入
・非対面型ビジネスに必要な機器の導入　など

「コロナ対応型出張相談」（無料）に申込み
経営サポートの専門家に相談
・新しい生活様式への対応方法
・売上の回復策
・新規事業のアイデア　
・さまざまな支援策の提示 など

専門家と一緒に、「ビジネスプラン」を作成！

「ビジネスプラン」を実行するために必要
な補助金を申請してください。
申請書作成は、専門家がサポートします。

コロナと付き合いながら…

このような頑張る中小企業者様を、
「経営相談」と「補助金」で
強力にサポートします。

練馬区内　中小企業者様向け

ウィズコロナ サポート事業

新規事業を
計画している!
新規事業を
計画している!

ステップ2ステップ1

売上回復を目指す！売上回復を目指す！



新型コロナの影響で、売上が減少した区内の中小企業者様が、
「売上を少しでも回復させる」「新しいビジネスに挑戦する」とい
う取り組みに対し、①経営サポートの専門家（中小企業診断士）
を派遣して簡単なビジネスプランを作成、②ビジネスプランの実
行に必要な経費を補助します。
※計画実行に関連する、その他の支援策や補助金についてもご
紹介いたします。

●コロナ対策の知識を持ち、経営改革・改善の現場を知り尽く
した専門家が事業所に訪問。
●丁寧に、解りやすく、一緒にビジネスプランを作成します。

補助限度額：50万円
補助率：補助対象経費の 3分の 2以内

主な経費対象（コロナ対策の費用）（例）
●飛沫感染防止用の消耗品や機器の購入（パーテーション、フェイスシールドなど）
●感染防止対策に向けた設備改修・投資費（換気扇の設置など）
●テレワークを始めるための機器の購入（テレワーク専用のパソコンの購入など）
●非対面型ビジネスを始めるための機器の購入（wifi、タブレット端末の導入など）
●非接触型の機器の導入（カードやＱＲの決済端末、セルフオーダー端末など）

令和 2年 9月 23日（水）～令和 3年 2月 26日（金）

事業の目的

経営相談

補助金

補助金
申請期間

練馬区内　中小企業の経営者のみなさまへ

電話：03-6479-7162
受付時間：平日　午前 9時～午後 5時
一般社団法人 練馬区産業振興公社 （練馬ビジネスサポートセンター）
〒176-0001　練馬区練馬 1-17-1　Coconeri 4 階

まずは、お問い合わせください。

ご注意ください！
補助金の申請には
専門家との経営相
談が必須です

未来に向かって、
事業を見直してみませんか？

ウィズコロナサポート事業事務局


